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連結子会社の株式の取得および簡易合併に関するお知らせ 
 
 

平成 19 年 8 月 31 日開催の取締役会において、当社は下記のとおり、平成 19 年 11 月 1 日を期して、

当社の連結子会社である住化武田農薬株式会社の全株式を取得したうえで、簡易合併の手続きにより吸

収合併をすることを決定いたしましたのでお知らせいたします。 
 

記 
 
１．株式取得および合併の目的 

日本の農薬市場は、成熟化の中で企業間の競争が激化するなど、事業環境は厳しさを増しており、

事業発展のためには、個々の企業における競争力強化と事業運営の効率化が求められています。 
 このような状況下、住友化学株式会社は、平成 14 年 11 月、武田薬品工業株式会社の農業化学事

業を、同社と設立した合弁子会社住化武田農薬株式会社に譲り受けて営業を開始いたしました。 
 住友化学株式会社は、予定していた５年間の合弁期間終了に際し、住化武田農薬株式会社の全株

式を取得するとともに、同社を吸収合併することで、農薬事業を将来に向け一段と発展させていく

考えです。 
 
２．株式取得の要旨 
（１）連結子会社の商号     住化武田農薬株式会社 
（２）株式の取得先       武田薬品工業株式会社 
（３）異動前の所有株式数    240 株 
   （議決権割合）       （60%） 
（４）取得株式数        160 株 
   （議決権割合）       （40%） 
（５）異動後の所有株式数    400 株 
                （100%） 
（６）株式譲渡日        平成 19 年 10 月 31 日 
 



３．合併の要旨 
（１）合併の日程（簡易手続による合併） 

  合併決議取締役会     平成 19 年 8 月 31 日 
  合併契約締結       平成 19 年 8 月 31 日 
  合併承認株主総会   
    住友化学株式会社   会社法 796 条第 3 項の規定により開催いたしません。 
    住化武田農薬株式会社 平成 19 年 8 月 31 日 
  合併予定日        平成 19 年 11 月 1 日 
   

（２）合併方式 
    住友化学株式会社を存続会社とする吸収合併方式で、住化武田農薬株式会社は解散いたします。 
 
（３）消滅会社の新株予約権および新株予約権付社債に関する取扱い 
    該当事項はありません。 
 
４．合併当事会社の概要                    （平成 19 年 3 月 31 日現在） 
（１）商号 住友化学株式会社 

（合併会社） 
住化武田農薬株式会社 

（被合併会社） 
（２）事業内容 化学製品の製造、販売および売買 農薬、園芸用資材の製造、販売 
（３）設立年月日 大正 14 年 6 月 1 日 平成 2 年 12 月 17 日 
（４）本店所在地 東京都中央区新川二丁目 27 番 1 号 東京都中央区新川一丁目 16 番 3 号 
（５）代表者 代表取締役社長 米倉 弘昌 代表取締役社長 田代 重毅 
（６）資本金 89,699 百万円 9,380 百万円 
（７）発行済株式数 1,655,446,177 株 400 株 
（８）純資産 1,030,521 百万円（連結） 16,222 百万円(連結) 
（９）総資産 2,324,906 百万円（連結） 39,600 百万円(連結) 
（10）決算期 3 月 31 日 3 月 31 日 
（11）大株主および 
   持株比率 

日本ﾄﾗｽﾃｨ･ｻｰﾋﾞｽ信託銀行 6.68% 
日本ﾏｽﾀｰﾄﾗｽﾄ信託銀行   6.42% 
住友生命保険       4.89% 
日本生命保険       3.72%  

住友化学        100% 
（平成 19 年 10 月 31 日予定） 

 
５．合併後の状況 
 本合併による当社の商号、事業内容、本店所在地、代表者、資本金および決算期の変更はありません。 
 
６．合併による業績への影響の見通し 
 本合併による連結業績ならびに単体業績への影響は軽微であります。 

以 上 


